山梨県商品開発共創支援事業実施要領
第１　趣旨

障害福祉サービス事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）において規定する「障害福祉サービス事業」を行う事業者）（以下「事業者」という。）が工賃向上に資するため、事業者が新商品の企画、開発及び販売に取り組む際に、専門的知見を有する者をアドバイザーとして派遣し、事業者の強みや地域の特色等を活かした商品開発及び販路開拓に関する助言や支援を行うものとする。
第２　事業内容
１　商品開発共創支援アドバイザーの設置

（１）受託者は、商品開発等について助言やデザインの支援を行う、商品開発共創支援アドバイザー（以下「アドバイザー」という。）の候補者を選定し、県と協議の上、アドバイザーを決定する。
（２）県は受託者に対し、アドバイザーの設置協議結果について通知する。
（３）アドバイザーは、事業者による商品の開発検討・商品化、商品デザイン及び販路開拓等に向けた助言・指導・支援を行う。
２　派遣先事業所の選定
（１）受託者はアドバイザーの派遣を希望する事業者を募集し選定する。

（２）受託者は事業者を決定した場合、県に報告する。

（３）事業者は、中北、峡東、峡南、富士・東部の各圏域から１事業所ずつ、計４事業所を選定すること。なお、各圏域から選定することが難しい場合は、この限りではない。

３　派遣調整、進捗管理等

（１）受託者は派遣先事業所と調整し、アドバイザー派遣の日程調整を行う。

（２）受託者は派遣毎に商品開発等の経過が分かる報告書を作成し、県に報告すること。
（３）受託者は事業実施期間において派遣先事業者が、１品以上の試作品や既存商品の改良品が制作され、それらに関するデザイン等が制作されるよう進捗管理をすること。
４　アドバイザー派遣の実施
（１）受託者は、地域の特色を活かした商品を開発する障害福祉サービス事業者の取り組みを支援するため、商品の開発に取り組む障害福祉サービス事業者に対してアドバイザーを派遣し、助言を行う。

（２）アドバイザーは、商品の開発検討・商品化及び販路開拓に向け、以下の点について助言・指導を行う。
ア　商品の開発
　　イ　商品を売るための荷姿（パッケージデザイン等）
　　ウ　商品の販路開拓　　　他
（３）障害福祉サービス事業者は、事業実施期間において、アドバイザーの指導・助言を受けて、試作品を１品以上製作する。
第３　事業の実施手続き等
１　受託者は、別に定める期日までに、商品の開発に際しアドバイザー派遣を希望する障害福祉サービス事業者を募集する。
２　アドバイザー派遣を希望する障害福祉サービス事業者は、「山梨県商品開発共創支援事業申請書」（様式第１号）に、開発を希望する商品などを記載した「製品開発等計画書」（別添様式第１号）を添付し、受託者に提出する。

３　受託者は、提出された様式第１号等を精査し、内容が適当であると認められた障害福祉サービス事業者を選定し、選定した事業者に対し決定の通知（様式第２号）を行い、県に報告する。
４　決定通知を受けた障害福祉サービス事業者は、派遣事業の変更（中止）をしようとするときは、「山梨県商品開発共創支援事業変更（中止）申請書」（様式第３号）を提出して、受託者の承認を受けなければならない。ただし、事業の軽微の変更についてはこの限りではない。　
第４　実施状況報告
１　障害福祉サービス事業者は、製品開発等報告書（様式第４号）を３月末日までに受託者に提出するものとする。
２　受託者は、製品開発結果を県に報告するものとする。

第５　アドバイザーへの報償費支払い
受託者は、アドバイザーに対して、委託料の範囲内において報償費及び旅費を支払う。

第６　事業実施期間
本事業の実施期間は当該年度の３月３１日までとする。
第７　その他

この要領に定めるもののほか必要な事項は、県と受託者の間で協議して決定する。
附　則

この要領は、令和８年４月１日から施行する。
様式第１号
番　　　　　　号
令和　年　月　日
　（受託者）　殿

所在地

法人名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　印
令和○○年度　山梨県商品開発共創支援事業申請書
　このことについて、山梨県商品開発共創支援事業実施要領第３の２の規定により、関係書類を添えて申請します。
・製品開発等計画書（別添様式第１号）
・その他必要と認める書類
別添様式第１号
令和○○年度　製品開発等計画書
　　　　　　　　　　　　　                    　　　令和　　年　　月　　日
	法　人
	名称
	

	事業所
	名称
	

	
	所在地
	

	
	担当者名
	
	電　話
	

	
	
	
	E-mail
	

	開発を希望する製品の概要
	（記載例）地域の農業者と連携して生産した○○の規格外品を有効活用した、長期保存可能な農産物加工品の開発を希望。

	製品の希望デザイン
※ターゲット層も記載
	（記載例）素材の良さが伝わるパッケージを希望。地域の農産物直売所にて、地元住民や観光客をターゲットにして販売するため、目を引く山梨らしいデザインにしたい。

	開発後の展開・販売計画等
	（記載例）自社サイトや農産物直売所での販売、ふるさと納税返礼品としての活用のほか、将来的には百貨店での販売も視野に入れる。

	アドバイザー
活動計画
· 派遣の回数（アドバイザーの助言・指導を受けられる回数）は、6回まで
	派遣
	年　月
（予定）
	検討内容

	
	第1回
	
	（記載例）
現状・課題の把握、加工品開発の方向性検討

	
	第2回
	
	（記載例）
試作品の製作

	
	第3回
	
	（記載例）
試作品の製作、パッケージデザインの検討

	
	第4回
	
	（記載例）
試作品の製作、パッケージデザインの検討

	
	第5回
	
	（記載例）
試作品のブラッシュアップ、販売方法の検討
・　製品の品質向上
・　デザイン、包装

	
	第6回
	
	（記載例）
製品の完成、販路開拓の検討
· 販売ルート、ブランド化

	備　考
	（派遣するアドバイザーの希望や、特に求めたいことなどがあれば記載）


様式第２号
番　　　　　　号
令和　年　月　日
（申請者）殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受託者）
令和○○年度　山梨県商品開発共創支援事業決定通知書
　令和○○年○○月○○日付け第○○号で申請のあった山梨県商品開発共創支援事業については、同事業実施要領第３の３の規定により決定します。
様式第３号
番　　　　　　号
令和　年　月　日
　（受託者）　殿

所在地

法人名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　印
令和○○年度　山梨県商品開発共創支援事業変更（中止）申請書
　令和○○年○○月○○日付け第○○○○号で決定通知があった、山梨県商品開発共創支援事業について、次の理由により変更（中止）したいので、山梨県商品開発共創支援事業実施要領第３の４の規定により申請します。
　１　変更（中止）の理由

　２　変更（中止）の内容

３　添付書類

　　　その他必要と認める書類

様式第４号
番　　　　　　号
令和　年　月　日
　（受託者）　殿

所在地

法人名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　印
令和○○年度　山梨県商品開発共創支援事業　製品開発等報告書
　このことについて、山梨県商品開発共創支援事業実施要領第４の規定により、関係書類を添えて報告します。
・製品開発等報告書（別添様式第４号）
・開発した製品等が明確に判別できる写真
・その他必要と認める書類
別添様式第４号
令和○○年度　製品開発等報告書
　　　　　　　　　　　　　                    　　　令和　　年　　月　　日
	法　人
	名称
	

	事業所
	名称
	

	
	所在地
	

	開発した製品等
	

	開発後の展開・販売計画等
	

	アドバイザー
活動報告

	派遣
	年月日
	アドバイザー名
	検討内容

	
	第1回
	
	
	（記載例）
現状・課題の把握、加工品開発の方向性検討

	
	第2回
	
	
	（記載例）
試作品の製作

	
	第3回
	
	
	（記載例）
試作品の製作
パッケージデザインの検討


	
	第4回
	
	
	（記載例）
試作品の製作
パッケージデザインの検討

	
	第5回
	
	
	（記載例）
試作品のブラッシュアップ、販売方法の検討
・　製品の品質向上
・　デザイン、包装

	
	第6回
	
	
	（記載例）
製品の完成、販路開拓の検討
· 販売ルート、ブランド化
パッケージデザインの完成ロゴマークの活用
SNS掲載用写真の撮影


